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は
じ
め
に 

日
本
中
国
友
好
協
会
は
、
毎

年
、
７
月
７
日
（
盧
溝
橋
事
件
）
か

ら
９
月
１８
日
（
柳
条
湖
事
件
＝
満

州
事
変
）
ま
で
を
「
不
再
戦
・
平
和

友
好
期
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ

の
期
間
中
に
全
国
各
地
で
、
街
頭

宣
伝
や
記
念
集
会
・
学
習
会
な
ど

を
、
ぜ
ひ
読
ん
で
ほ
し
い
と
呼
び
か

け
ま
し
た
。 

マ
イ
ク
で
訴
え
、
ビ
ラ
を
配
っ
て

い
て
つ
る
し
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
「
ま
つ
り
」
は
、
６
月
２９
日

の
岡
山
大
空
襲
と
戦
争
で
な
く
な

ら
れ
た
人
々
の
鎮
魂
、
「
再
び
郷

土
を
灰
に
す
ま
い
」
の
思
い
か
ら
は

じ
ま
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
商
店
街

の
活
性
化
と
平
和
の
願
い
が
一
体

化
し
た
取
り
組
み
で
す
。 

参
議
院
選
挙
で
改
憲
勢
力
が

３
分
の
２
を
確
保
し
、
憲
法
改
正

が
具
体
的
に
議
論
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
日
中
不
再
戦
を
掲
げ

る
日
中
友
好
協
会
の
役
割
が
ま

す
ま
す
大
切
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

参
加
者
は
、
竹
内
理
事
長
、
真
田

副
理
事
長
、
小
林
事
務
局
長
、
河

井
理
事
、
曽
田
理
事
夫
妻
、
井
上

監
査
、
平
和
委
員
会
の
中
尾
さ
ん

の
計
８
人
で
す
。 

も
う
ひ
と
つ
の
七
夕 

―
再
び
過
ち
を
繰
り 

返
さ
な
い
と
誓
う
日
― 

小
林
事
務
局
長
は
「
７
月
７

日
、
日
本
で
は
七
夕
の
日
で
す

が
、
中
国
で
は
『
７
・
７
』
と
呼
ん

で
、
中
国
の
国
民
に
と
っ
て
は
、
日

本
軍
が
中
国
全
土
へ
の
侵
略
戦
争

を
開
始
し
た
、
忘
れ
ら
れ
な
い
日

で
す
。
」
と
述
べ
、
そ
し
て
「
こ
の
日

は
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
ア
ジ
ア

の
人
々
２
０
０
０
万
人
、
日
本
人

３
１
０
万
人
の
犠
牲
を
出
し
た
ア

ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の
発
端
に
な

っ
た
日
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
同
時
に
、
再
び
過
ち
を
繰
り

返
さ
な
い
と
誓
う
日
で
す
。
」
と

強
調
し
ま
し
た
。 

さ
ら
に
ビ
ラ
の
裏
側
に
は
「
戦

争
は
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を

許
さ
な
い
」
と
元
憲
兵
や
軍
医
だ

っ
た
人
々
の
加
害
体
験
の
記
事

い
る
と
「
日
中
不
再
戦
は
憲
法
９

条
を
生
か
す
道
！
」
と
書
か
れ
た

横
断
幕
を
わ
ざ
わ
ざ
見
に
来
る

人
も
い
ま
し
た
。
約
３
０
０
枚
の
ビ

ラ
を
配
布
し
ま
し
た
。 

  

こ
の
日
、
新
西
大
寺
町
商
店
街

（
表
八
か
町
・
表
町
商
店
街
）
は
、

第
１８
回
「
平
和
七
夕
ま
つ
り
」
（
６

月
２０
日
～
７
月
２０
日
）
の
期
間

中
で
、
竹
の
笹
に
願
い
を
書
い
た

短
冊
が
掲
げ
ら
れ
、
た
く
さ
ん
の

人
の
折
り
鶴
が
つ
る
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
チ
ラ
シ
を
受
け
取
っ
た
年

配
の
女
性
も
平
和
へ
の
願
い
を
書

不
再
戦
・
平
和
運
動
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。 

岡
山
支
部
は
７
月
７
日
、
午
前

１１
時
か
ら
１２
時
ま
で
の
約
１
時

間
、
天
満
屋
ア
リ
ス
の
広
場
前
で

「
盧
溝
橋
事
件
７９
周
年
・
再
び
戦

争
の
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め

に
『
戦
争
法
』
の
廃
止
を
！
」
な
ど

と
書
い
た
ビ
ラ
を
配
布
し
ま
し
た
。 

「不
再
戦
・平
和
友
好
期
間
」は
じ
ま
る 

―
盧
溝
橋
事
件
の
街
頭
宣
伝
― 

 

《201６年度総会開催のご案内》 

２０１６年度総会と学習会を、下記のとおり開催します。ぜ

ひご参加くださいますよう、 

ご案内いたします。会員・準会員のみなさん多数の参加

をお待ちしています。 

と き：７月３１日（日） 

総  会： １０時００分～１２時００分 

学習会： １３時００分～１５時００分 

学習会：講師 曽田康載さん 

演 題：「南京暮らし」  

定年退職後 10 年間、南京で生活しました。その間、体験

したことを、政治、経済的な事柄でなく、もっぱら文化面に

ついて気楽に話します。 

ところ：岡山市福祉交流プラザ旭東 

     岡山市中区網浜 837-4 

TEL 086-273-4280 

※お申し込みは：小林まで 086-277-2470  

 携帯 090-8240-2001 

※昼食は各自でご用意ください。 
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次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

８
月
１
日
（月
）午
後
１
時
半
か
ら 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

  

今岡 

河井 

小林 

真田 

曽田 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

国
家
賠
償
を
求
め
集
団
訴
訟 

人
間
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に 

国
の
政
策
に
よ
っ
て
、
人
生
を

翻
弄
さ
れ
て
来
た
中
国
残
留
邦

人
は
、
２
０
０
２
年
、
関
東
ブ
ロ
ッ

ク
、
１
０
９
２
名
が
救
済
を
求
め
、

東
京
地
裁
に
訴
え
た
。
全
国
で

１５
県
、
原
告
総
数
２
２
１
１
名
。 

岡
山
で
も
０４
年
、
原
告
１６
名
、

そ
の
後
香
川
在
住
者
が
加
わ
り
、

２７
名
の
原
告
団
を
結
成
。
岡
山

地
裁
に
提
訴
。
敗
戦
時
の
平
均
年

齢
、
５
・
３
才
、
提
訴
時
の
平
均
年

齢
、
６３
・
５
才
。
６８
％
が
生
活
保

護
の
受
給
者
だ
っ
た
。
倉
敷
か
ら

２
人
原
告
団
に
加
わ
っ
た
。 

鴨
井
千
代
子
さ
ん
と
湯
口
和

三
さ
ん
で
あ
る
。 

裁
判
は
、
神
戸
地
裁
判
決
の
勝

利
以
外
、
７
裁
判
で
敗
訴
。 

り
、
人
民
が
最
も
尊
い
も
の
だ
と

し
て
も
、
封
建
制
が
大
前
提
で
あ

る
た
め
参
政
権
は
認
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。
現
代
を
生
き
る
私
た
ち

か
ら
す
れ
ば
、
孟
子
の
思
想
に
は

限
界
が
あ
り
ま
す
。 

 

中
国
は
現
在
で
も
暴
動
に
近
い

デ
モ
が
頻
発
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

も
政
権
に
抗
議
す
る
の
は
英
雄
的

行
為
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
節
が

あ
り
ま
す
。
易
姓
革
命
で
は
悪
い

王
に
叛
旗
を
翻
し
て
も
、
国
と
民

を
憂
い
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
「
正

義
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
国

人
は
今
で
も
、
多
少
は
そ
う
し
た

感
覚
で
デ
モ
を
行
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

尽
心
章
句
に
は
、
「
民
を
貴
し
と

為
し
、
杜
稷
、
之
に
次
ぎ
、
君
を

軽
し
と
為
す
」
と
あ
り
、
国
家
の

中
で
一
番
大
切
な
の
は
人
民
で
あ

る
と
す
る
記
述
も
あ
り
ま
す
。 

 

孟
子
の
特
徴
は
、
一
、
国
家
は

有
徳
者
が
治
め
る
べ
き
と
い
う
徳

治
主
義
。
二
、
国
家
は
人
民
の
く

ら
し
を
守
る
た
め
に
あ
る
と
い
う

人
民
第
一
主
義
。
の
二
つ
で
す
。

そ
の
た
め
、
儒
教
で
は
修
養
に
よ
っ

て
道
徳
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
大

切
に
さ
れ
、
そ
れ
こ
そ
が
天
下
人

に
な
る
唯
一
の
道
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
現
実
は
甘
く
な
く
、

易
姓
革
命
は
武
力
に
よ
っ
て
成
立

し
た
王
朝
自
身
を
正
当
化
す
る

た
め
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

ま
り
、
天
が
命
令
を
下
し
、
徳
の

あ
る
者
を
王
と
し
て
選
ぶ
。
し
か

し
、
徳
が
衰
え
た
り
国
民
の
信
頼

が
な
く
な
れ
ば
、
別
の
徳
の
あ
る

人
物
に
王
権
を
譲
る
と
い
う
こ
と

で
す
。 

 
実
際
に
『
孟
子
』
を
読
ん
で
み
る

と
、
王
権
を
世
襲
で
は
な
く
有
徳

者
に
譲
る
と
い
う
話
（
堯
→
舜
→

禹
）
、
徳
を
な
く
し
た
王
を
武
力

に
よ
っ
て
倒
す
話
（
殷
の
湯
王
→

夏
の
桀
王
）
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

易
姓
革
命
と
は
簡
単
に
言
え

ば
、
「
民
衆
を
大
切
に
し
な
い
悪

徳
な
為
政
者
は
打
ち
倒
し
て
よ

い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
詳
し
く
説

明
し
ま
す
と
、
「
易
」
と
い
う
の
は
、

超
自
然
力
に
も
法
則
が
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
「
姓
」
と
は

一
族
、
血
筋
を
表
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
「
革
命
」
と
は
、
天
命(

人

知
を
超
え
た
超
自
然
力)

が
移
り

変
わ
り
、
新
た
な
時
流
を
生
み
、

王
朝
が
交
替
す
る
こ
と
で
す
。
つ

訴
え
を
退
け
た
法
的
根
拠
は
、

大
阪
地
裁
判
決
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
国
の
受
忍
策
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
。 

「
国
の
存
亡
に
か
か
わ
る
非
常
事

態
に
あ
っ
て
は
、
国
民
の
す
べ
て
が

易
姓
革
命
と
文
化
大
革
命
（
上
） 

易
姓
革
命
と
は
何
か 

文
責
：
弓
田
盛
樹 

「１５年戦争」歴史学習会 
とき：毎月第４金曜日 午後２時～４時 

ところ：岡山市岡輝公民館 

参加費：資料代のみ （５００円） 

講師：青木康嘉さん 

形式：毎回テーマを決め、参加者がそれぞれの条件に応じて、テーマごと

に事前学習をして、感想を述べ合い、講師の補足コメントで理解を深める。 

参加希望者は会の世話人：中庭克之さん（電話 086-264-8690）まで。 

事前予約なしでも当日参加もできます。 

 

２０１６年：今後のスケジュールとレジュメ 

８月２６日（金） 第１３回 「ノモンハン事件と天津英仏租界封鎖」 

９月２３日（金） 第１４回 「創氏改名と皇国臣民化とは」 

１０月２８日（金） 第１５回 「朝鮮人強制連行」 

１１月２５日（金） 第１６回 「統制経済と総動員体制」 

あ
る
中
国
残
留
婦
人
の
生
涯 

―
鴨
井
千
代
子
さ
ん
の
こ
と
― 

６ 

山
縣
武
次
郎 

待
っ
て
い
た
冷
た
い
祖
国
２ 

彼
女
と
、
長
女
夫
婦
が
帰
国
し

た
翌
年
、
長
女
の
父
と
弟
が
帰
っ
て

き
た
。
長
女
は
身
重
で
あ
り
、
父
、

母
と
弟
は
、
長
女
の
夫
が
勤
め
て
い

る
会
社
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
こ
と
ば
の
壁
が
あ
り
、
人
間

関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
。
２
年
ほ

ど
勤
め
た
が
、
父
と
母
は
そ
こ
を
辞

め
た
。 

働
き
口
を
探
し
た
が
、
見
つ
か
ら

な
い
。
や
っ
と
見
つ
か
っ
た
職
場
は
、

パ
チ
ン
コ
店
の
玉
洗
い
で
あ
っ
た
。
問

答
無
用
に
頭
ご
な
し
に
命
令
さ

れ
、
バ
カ
に
も
さ
れ
た
。
父
は
傷
つ

き
、
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。 

前
述
し
た
よ
う
に
、
彼
は
、
中

国
で
は
有
能
な
工
場
長
で
あ
り
、

共
産
党
員
で
も
あ
っ
て
指
導
的
な

立
場
に
あ
っ
た
。
従
業
員
か
ら
も

慕
わ
れ
て
い
た
。 

彼
女
と
長
女
は
、
毎
晩
夫
を
迎

え
に
行
き
、
夫
の
残
業
を
手
伝
い

励
ま
し
た
が
、
我
慢
の
緒
は
切
れ

て
し
ま
っ
た
。 

中
国
帰
国
者
の
多
く
が
、
こ
の
よ

う
な
人
間
的
な
屈
辱
を
感
じ
な

が
ら
、
生
き
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

本
人
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。 

多
か
れ
少
な
か
れ
、
そ
の
生
命
、

身
体
、
財
産
の
犠
牲
を
耐
え
忍
ぶ

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
て
、
原
告
ら
の
み
が
犠
牲
を

強
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
」 

本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。
中
国

残
留
孤
児
た
ち
は
、
国
に
よ
っ
て
３

度
、
棄
て
ら
れ
た
。
敗
戦
時
、
外
務

省
は
残
留
邦
人
に
対
し
、
現
地
定

着
せ
よ
と
の
命
令
を
発
し
、
帰
国

の
道
を
閉
ざ
し
た
。
い
ま
一
つ
は
、

５９
年
３
月
、
残
留
邦
人
の
戦
時
死

亡
宣
告
、
戸
籍
の
抹
消
。
さ
ら
に

帰
国
後
も
、
国
の
不
十
分
な
支
援

策
の
た
め
に
悲
惨
な
境
遇
に
追
い

や
ら
れ
た
。 

入
植
し
て
い
た
鴨
井
一
家
は
、
姉

を
除
き
親
子
６
人
が
墓
石
に
刻
ま

れ
て
い
た
。
４５
年
８
月
１５
日
、
死

亡
と
記
さ
れ
て
い
た
。 

１９８６年、永住帰国した時、戦時死亡

宣告された一家の墓石に参る。 


